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apollostation card 特約

第1章　総則

第1条（適用） 
apollostation card（以下「本カード」という）については、出光クレジット個人カード会員規約に加え本特約が適用されます。両規約が重複する場合は、本特
約を優先いたします。 
※出光カードまいどプラスについても本特約が同様に適用されるものとします。

第2条（カードの発行） 
出光クレジット個人カード会員規約と本特約をご承認のうえ当社に入会のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方に本カードを発行いたします。  

第2章　年会費に関する特約

第3条（カード年会費） 
出光クレジット個人カード会員規約第5条（年会費）の内容にかかわらず、家族用カードを含め、年会費を無料といたします。 
  
第4条（ETCカード年会費） 
本カードでご利用代金の精算を行うETCカードを発行した場合は、出光ETCカード規約第10条（年会費）の内容にかかわらず、家族用カードを含め、ETCカー
ドの年会費を無料にいたします。 

第3章アメリカン・エキスプレス・カードの特約

第5条（キャッシングサービス） 
本カードがアメリカン・エキスプレス・カードブランドの場合、キャッシングサービスについては、出光クレジット個人カード会員規約第16条（キャッシングサー
ビス）に以下の項目を追加いたします。  
4．本人会員または第19条（家族カードによる利用）1で当社が認めた家族会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店に
おいて本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、2に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。ただし、この場
合使用目的が限定される場合があります。 

5．1から4のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。 
    
第6条（外国通貨建て取引の円換算方法） 
本カードがアメリカン・エキスプレス・カードブランドの場合、出光クレジット個人カード会員規約第34条（日本国外でのカード利用）（1）は以下のとおりとし
ます。 
（1）商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメ

リカン・エキスプレスが換算する場合、（i）カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これ
を円換算するものとし、また、（ii）商品購入代金については、円換算時に3.85%（内アメリカン・エキスプレスが定める0.25％と、当社が定める3.60％（税
込））の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。 
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